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社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 南東
みなみとう

北福祉
ほ く ふ く し

事業団
じぎょうだん

 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 江
え

古田
ご た

の森
もり

 

 「重要
じゅうよう

事項
じ こ う

説明書
せつめいしょ

 施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

・生活
せいかつ

介護
か い ご

」 

  

あなたに対する
たい

指定
してい

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

サービス提供
ていきょう

の開始
かいし

にあたり、厚生
こうせい

労働
ろうどう

省令
しょうれい

に基づいて
もと

当事業所
とうじぎょうしょ

があなたに説明
せつめい

すべき内容
ないよう

は次
つぎ

の通
とお

りです。 

  

１． サービスを提供
ていきょう

する事業者
じぎょうしゃ

 

名
め い

 称
しょう

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 南東
みなみとう

北福祉
ほくふくし

事業団
じぎょうだん

 

所 在 地
し ょ ざ い ち

 東京都
とうきょうと

中野区
な か の く

江
え

古田
ご た

３丁目
ちょうめ

１４番
ばん

１９号
ごう

 

電 話
で ん わ

番 号
ばんごう

 03－5318－3711（代表
だいひょう

） 

代表者
だいひょうしゃ

氏名
し め い

 理事長
りじちょう

 渡邉
わたなべ

 貞
さだ

義
よし

 

設 立
せ つ り つ

年 月
ねんげつ

 平成
へいせい

９年
ねん

１０月
がつ

７日
か

 

 

２． 利用
り よ う

施設
し せ つ

 

事業所
じぎょうしょ

の種類
しゅるい

 生活
せいかつ

介護
かいご

事業
じぎょう

・施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

  平成
へいせい

19年
ねん

4月
がつ

1日
にち

開所
かいしょ

 

事業所
じぎょうしょ

の名称
めいしょう

 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 江
え

古田
ご た

の森
もり

 

事業所
じぎょうしょ

の所在地
しょざいち

 東京都
とうきょうと

中野区
な か の く

江
え

古田
ご た

３丁目
ちょうめ

１４番
ばん

１９号
ごう

 

連
れん

 絡
らく

 先
さき

 電話
で ん わ

番号
ばんごう

  03－5318－3711（代表
だいひょう

） 

ファックス 03－5318－3712（代表
だいひょう

） 
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管
かん

 理
り

 者
しゃ

 施設
し せ つ

長
ちょう

  安部
あ べ

野
の

正明
まさあき

 

サ ー ビ ス 管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

 

安部
あ べ

野
の

正明
まさあき

  中島佳
なかじまよし

美
み

  稲川
いながわ

宏
ひろ

行
ゆき

 

サービスの実施
じ っ し

地域
ちいき

 中野区
な か の く

 一部
い ち ぶ

は東京都
とうきょうと

全域
ぜんいき

 

主たる
しゅ

対象者
たいしょうしゃ

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

・
ち

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

 

定
てん

   員
いん

 生活
せいかつ

介護
か い ご

  身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

：１５名
めい

 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

：１５名
めい

 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

：１０名
めい

 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

：３０名
めい

 

開設
かいせつ

年月日
ねんがっぴ

 平成
へいせい

１９年
ねん

４月
がつ

１日
にち

 

事業所
じぎょうしょ

番号
ばんごう

 
 

１３１１４００７０７ 

 

３．サービスの目的
もくてき

・運営
うんえい

方針
ほうしん

 

目
もく

 的
てき

 
生活
せいかつ

介護
か い ご

の対象者
たいしょうしゃ

に対し
た い し

、日中
にっちゅう

活動
かつどう

と合わせて
あ わ せ て

、夜間
や か ん

などにおける

入浴
にゅうよく

、排泄
はいせつ

又
また

は食事
しょくじ

の介護
か い ご

などを提供
ていきょう

することを目的
もくてき

として、

障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

において、必要
ひつよう

な介護
か い ご

、支援
し え ん

をする。 

運営
うんえい

方針
ほうしん

 
関係
かんけい

法令
ほうれい

を
じゅん

遵守
じゅんしゅ

し、他
ほか

の社会
しゃかい

資源
しげん

との連携
れんけい

を図った
はか

適性
てきせい

且つ
かつ

きめの

細か
こま

な生活
せいかつ

介護
か い ご

サービスの提供
ていきょう

。 
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４．サービスに係る
かかわ

施設
しせつ

・設備
せつび

等
など

の概要
がいよう

 

（１）施
し

 設
せつ

 

  

 

建
たて

 物
もの

 

構
こう

 造
ぞう

 鉄筋
てっきん

コンクリート地上
ちじょう

7階
かい

／地下
ち か

１階
かい

建
だて

 

（耐火
た い か

建築物
けんちくもの

）（耐震
たいしん

構造
こうぞう

） 

敷地
し き ち

面積
めんせき

 ９,０００平方
へいほう

メートル 

延べ床面積
の   ゆかめんせき

 １８,２６１.６８平方
へいほう

メートル 

 

（２）主
おも

な設備
せ つ び

 

 部屋数
へ や か ず

 備
び

  考
こう

 

作業室
さぎょうしつ

  ５室
しつ

 １階
 か い

 １室
しつ

  ２階
 か い

 ４室
しつ

 

相談室
そうだんしつ

  ４室
しつ

 １階
 か い

 ２室
しつ

  ２階
 か い

 ２室
しつ

 

食
しょく

 堂
どう

  ６室
しつ

 １階
 か い

 ２室
しつ

  ２階
 か い

 ４室
しつ

 

浴
よく

 室
しつ

  ４室
しつ

 １階
 か い

 ２室
しつ

 

２階
 か い

 ２室
しつ

  

※個浴
こ よ く

・機械浴
きかいよく

あり 

シャワー室
しつ

  １室
しつ

 １階
かい

 1室
しつ

 

洗面所
せんめんじょ

  ６５ヶ
か

所
しょ

 １階
かい

 ２０ヶ所
か し ょ

 ２階
かい

 ４５ヶ所
か し ょ

 

トイレ  ３０ヶ
か

所
しょ

 １階
かい

 １５ヶ所
か し ょ

 ２階
かい

 １５ヶ
か

所
しょ

 

診察室
しんさつしつ

 １室
しつ

 ２階
かい

 １室
しつ

 

多目的室
たもくてきしつ

 ６室
しつ

 １階
かい

 ２ヶ
か

所
しょ

 ２階
かい

 ４ヶ
か

所
しょ

 

理
り

美容室
びようしつ

 １室
しつ

 １階
かい

 １室
しつ

  

機能
き の う

回復
かいふく

訓練室
くんれんしつ

 ３室
しつ

 １階
かい

 ３ヶ
か

所
しょ

(内
うち

２ヶ
か

所
しょ

は食堂
しょくどう

と兼用
けんよう

) 

当事業所
とうじぎょうしょ

では、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の定める
さだ

指定
してい

基準
きじゅん

を遵守
じゅんしゅ

し、基準
きじゅん

以上
いじょう

の施設
しせつ

・

設備
せつび

を設置
せっち

しています。 
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５．サービス提供
ていきょう

職員
しょくいん

の設置
せ っ ち

状 況
じょうきょう

 

職
しょく

 種
しゅ

 員数
いんずう

 

常
じょう

 勤
きん

 非常勤
ひじょうきん

 
備
び

 考
こう

 
専従
せんじゅう

 兼務
け ん む

 専従
せんじゅう

 兼務
け ん む

 

管理者
かんりしゃ

 １  １    

サービス管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

 
３ １ ２    

医
い

 師
し

 ２    ２ 嘱託含む 

看護
か ん ご

職
しょく

 ３  ３    

リハビリ職
しょく

 ３  ３    

生活
せいかつ

支援員
しえんいん

 ５５  ４７  ８  

管理
か ん り

栄養士
えいようし

 １  １    

事務員
じ む い ん

 ６  ４  ２  

当事業所
とうじぎょうしょ

では、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の定める
さ だ め る

指定
し て い

基準
きじゅん

を遵守
じゅんしゅ

し指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービ

スを提供
ていきょう

する職員
しょくいん

として、上記
じょうき

の職種
しょくしゅ

の職員
しょくいん

を配置
は い ち

しています。なお、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

と生活
せいかつ

介護
か い ご

の職員
しょくいん

は兼務
け ん む

となります。 

  

〈その他
そ の た

、専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

等
など

に係る
かかわる

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

の配置
は い ち

状 況
じょうきょう

〉 

＊ 当事業所
とうじぎょうしょ

では、上記
じょうき

の通り
と お り

指定基
し て い き

準上
じゅんうえ

求め
も と め

られる職員
しょくいん

の配置
は い ち

を上回る
うわまわる

職員
しょくいん

体制
たいせい

（１．７：１以上
いじょう

）で、より質
しつ

の高い
た か い

サービス提供
ていきょう

に努め
つ と め

てお

ります。 

＊ 当事業所
とうじぎょうしょ

では、生活
せいかつ

支援員
しえんいん

として一
いっ

定数
ていすう

の社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

、

介護
か い ご

福祉士
ふ く し し

を配置
は い ち

しており、専門的
せんもんてき

なサービス提供
ていきょう

に努めて
つ と め て

おります。 

＊ 当事業所
とうじぎょうしょ

では、理学
り が く

療法士
りょうほうし

等
など

により利用者
りようしゃ

ごとの希望
き ぼ う

や必要
ひつよう

に応じて
お う じ て

作成
さくせい

する計画
けいかく

に基づいた
も と づ い た

個別的
こべつてき

なリハビリテーションを提供
ていきょう

しております。 

＊ 当事業所
とうじぎょうしょ

では、指定
し て い

基準上
きじゅんじょう

求められる
も と め ら れ る

職員
しょくいん

の配置
は い ち

を上回る
うわまわ  

夜勤
や き ん

職員
しょくいん

（4

人）の体制
たいせい

で、より安心
あんしん

・安全
あんぜん

な夜間
や か ん

サービス提供
ていきょう

に努めて
つ と め て

おります。 

＊ 当
とう

事業所
じぎょうしょ

では、利用者
りようしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

状 況
じょうきょう

や嗜好
し こ う

等
など

を伺い
うかがい

、管理
か ん り

栄養士
えいようし

に
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よる栄養
えいよう

管理
か ん り

等
など

を実施
じ っ し

し、安心
あんしん

・安全
あんぜん

な食事
しょくじ

提供
ていきょう

に努めて
つ と め て

います。 

＊ 利用者
りようしゃ

の状 況
じょうきょう

に合わせ
あ   

、医師
い し

などの指示
し じ

等
など

に基づき
も と   

「療 養 食
りょうようしょく

」の提供
ていきょう

を行
おこな

う事
こと

が出来ます
で き   

。 

＊ 個別
こ べ つ

の栄養
えいよう

ケア計画
けいかく

に基づく
も と づ く

利用者
りようしゃ

の 状 況
じょうきょう

に応じた
お う じ た

食事
しょくじ

は、サービス

管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

・管理
か ん り

栄養士
えいようし

・看護師
か ん ご し

・生活
せいかつ

支援員
しえんいん

・リハビリ職
しょく

などの職員
しょくいん

が連携
れんけい

した提供
ていきょう

に努めて
つ と め て

おります。 

 

各職種
かくしょくしゅ

の勤務
き ん む

体系
たいけい

 

職
しょく

 種
しゅ

 勤務
き ん む

体系
たいけい

 

管理者
かんりしゃ

 正規
せ い き

の勤務
き ん む

時間帯
じかんたい

 （ ８：３０ ～ １７：３０  ） 

医
い

 師
し

 正規
せ い き

の勤務
き ん む

時間帯
じかんたい

 （ ８：３０ ～ １７：３０  ） 

看護師
か ん ご し

 正規
せ い き

の勤務
き ん む

時間帯
じかんたい

 （ ８：３０ ～ １７：３０  ） 

リハビリ職
しょく

 正規
せ い き

の勤務
き ん む

時間帯
じかんたい

 （ ８：３０ ～ １７：３０  ） 

管理
か ん り

栄養士
えいようし

 正規
せ い き

の勤務
き ん む

時間帯
じかんたい

 （ ８：３０ ～ １７：３０  ） 

サ ー ビ ス 管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

・ 

正規
せ い き

の勤務
き ん む

時間帯
じかんたい

 （ ８：３０ ～ １７：３０  ） 

生活
せいかつ

支援員
しえんいん

 正規
せ い き

の勤務
き ん む

時間帯
じかんたい

 早番（ ７：００ ～ １６：００ ） 

         日勤（ ９：００ ～ １８：００ ） 

         遅番（ １２：００ ～ ２１：００ ） 

         夜勤（ １６：００ ～ ９：３０ ） 

事務員
じ む い ん

 正規
せ い き

の勤務
き ん む

時間帯
じかんたい

 （ ８：５０ ～ １７：５０  ） 

お問い合わせ
お と い あ わ せ

などは、上記
じょうき

時間内
じかんない

にお願い
お ね が い

します。 

 

 

 

 



6 

６．サービス提供
ていきょう

の内容
ないよう

 

（１）介護
か い ご

給付費
きゅうふひ

対象
たいしょう

サービス内容
ないいう

 

サービスの種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 

 

相談
そうだん

及び
お よ

援助
えんじょ

 利用者
りようしゃ

及び
お よ

その家族
か ぞ く

が希望
き ぼ う

する生活
せいかつ

や利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の

状 況
じょうきょう

等
など

を把握
は あ く

し、適切
てきせつ

な相談
そうだん

、助言
じょげん

、援助
えんじょ

等
など

を行
おこな

います。 

訓
くん

 練
れん

 ・生活
せいかつ

能力
のうりょく

の維持
い じ

向上
こうじょう

のための食事
しょくじ

や家事
か じ

等
など

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

能力
のうりょく

を向上
こうじょう

するための訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

（日常
にちじょう

生活
せいかつ

訓練
くんれん

・社会
しゃかい

適応
てきおう

訓練
くんれん

等
など

） 

・身体
しんたい

の機能
き の う

、生活
せいかつ

能力
のうりょく

の維持
い じ

・向上
こうじょう

及び
お よ び

生産
せいさん

活動
かつどう

などの

訓練
くんれん

を行います
お こ な い ま す

。 

・地域
ち い き

生活
せいかつ

に必要な
ひつような

基礎
き そ

体力
たいりょく

の向上
こうじょう

や
や

知識
ち し き

・マナーなどの

修得
しゅうとく

を支援
し え ん

します。 

介
かい

 護
ご

 利用者
りようしゃ

の 状 況
じょうきょう

に応じて
お う じ て

適切
てきせつ

な技術
ぎじゅつ

をもって食事
しょくじ

・整容
せいよう

・

更衣
こ う い

・排泄
はいせつ

等
など

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたる援助
えんじょ

を行
おこな

います。 

 

・入浴
にゅうよく

は、利用者
りようしゃ

の身体
しんたい

状況
じょうきょう

に合わせて
あ

個浴
こよく

、機械浴
きかいよく

に

て提
てい

供し
きょう

、健康
けんこう

状態
じょうたい

及び
およ

必要
ひつよう

に応じて
おう

適切
てきせつ

に対応
たいおう

します。 

・起床
きしょう

時間
じ か ん

は午前
ご ぜ ん

６時
 じ

～７時
 じ

、 入
にゅう

床
しょう

時間
じ か ん

は２１時
 じ

から

２３時
 じ

を基本
き ほ ん

とし、本人
ほんにん

の意思
い し

を尊重
そんちょう

します。 

・ 着
ちゃく

脱衣
だ つ い

は、必要
ひつよう

に応じて
お う じ て

介助
かいじょ

・確認
かくにん

します。 

・ 整容
せいよう

は、毎食後
まいしょくご

の歯磨き
は み が き

の援助
えんじょ

・介助
かいじょ

・確認
かくにん

。洗面
せんめん

の援助
えんじょ

・

介助
かいじょ

・確認
かくにん

など、個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

した適切
てきせつ

な整容
せいよう

を援助しま

す。 

健康
けんこう

管理
か ん り

 日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

必要
ひつよう

なバイタルチェックや投薬
とうやく

その他
そ の た

必要
ひつよう

な

管理
か ん り

、記録
き ろ く

を行います
おこな

。また医療
いりょう

機関
き か ん

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

及び
お よ び

協 力
きょうりょく

医療
いりょう

機関
き か ん

を通じて
つ う じ て

健康
けんこう

保持
ほ じ

のための適切
てきせつ

な支援
し え ん

を 行
おこな
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います。なお、協 力
きょうりょく

病院
びょういん

以外
い が い

の通院
つういん

及び
お よ び

入退院
にゅうたいいん

について

は、ご家族
ご か ぞ く

のご協力
ごきょうりょく

をお願い
お ね が い

します。 

・施設
し せ つ

の提供
ていきょう

する基本的
きほんてき

な健康
けんこう

診断
しんだん

（年
ねん

２回
 か い

） 

創作的
そうさくてき

活動
かつどう

 創作的
そうさくてき

活動
かつどう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

します。 

手工芸
しゅこうげい

活動
かつどう

 

喫茶
き っ さ

活動
かつどう

 

絵画
か い が

活動
かつどう

 

その他
そ の た

の活動
かつどう

 

生産
せいさん

活動
かつどう

 軽作業
けいさぎょう

等
など

の生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

します。 

製菓
せ い か

・ビーズやその他
そ の た

の製品
せいひん

の製造
せいぞう

など 

公園
こうえん

清掃
せいそう

活動
かつどう

 

その他
そ の た

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

の

準備
じゅんび

の 為
ため

の

支援
し え ん

 

東京都
とうきょうと

、区
く

市町村
しちょうそん

等
など

や、生活
せいかつ

支援
し え ん

センター等
など

の関係
かんけい

機関
き か ん

と

連携
れんけい

を取りながら
と り な が ら

、地域
ち い き

生活
せいかつ

に向
む

けた支援
し え ん

行
おこな

います。 

土曜日
ど よ う び

・日曜日
にちようび

等
など

の日中
にっちゅう

支援
し え ん

 

土曜日
ど よ う び

、日曜日
にちようび

等
など

で、生活
せいかつ

介護
か い ご

が提供
ていきょう

されない日
ひ

などの

日中
にっちゅう

においても、個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

に従って
したがって

適切
てきせつ

なサービスを

提供
ていきょう

します。 
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（２）自立
じりつ

支援
しえん

給付
きゅうふ

額
がく

及び
およ

加算
かさん

内容
ないよう

 

【施設入所支援】 

障害支援区分 2以下 3 4 5 6       

単位数(旧） 171 236 312 387 459       

単位数(新) 174 239 316 392 463  ※1日あたり    

 

加算名 単位 単位数 算定要件等 

栄養マネジメント加算 1 日 12 

①常勤の管理栄養士を配置していること。 

②入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、

管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して入

所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した

栄養計画を作成していること。 

③栄養ケア計画に従い、栄養管理を行うとともに栄

養状態を定期的に記録していること。 

④栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要

に応じて見直していること。 

夜勤職員配置体制加算 1 日 60 
前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の

場合、夜勤2人以上配置していること。 

療養食加算 1 日 23 
厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合に算定

する。 

重度障害者支援加算Ⅱ 1 日 360 

区分 6 以上かつ行動関連項目 10 点以上が対象 

強度行動障害者養成研修（基礎研修）修了者が、実

践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づ

き、強度行動障害を有する者に対して夜間に個別の

支援を行った場合に算定する。 

初期加算として 500 単位追加 

生活支援員のうち基礎研修修了者の割合が 20%以上 

重度障害者支援加算Ⅲ 1 日 180 

区分 4 以上かつ行動関連項目 10 点以上が対象 

強度行動障害者養成研修（基礎研修）修了者が、実

践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づ

き、強度行動障害を有する者に対して夜間に個別の

支援を行った場合に算定する。 

初期加算として 400 単位追加 

生活支援員のうち基礎研修修了者の割合が 20%以上 

入院・外泊時加算Ⅰ 1 日 320 

入院または外泊した初日から起算して 8 日まで算定

する。ただし、入院または外泊の初日及び最終日は

算定しない。 



9 

入院・外泊時加算Ⅱ 1 日 191 
入院または外泊した初日から起算して 8 日を超えた

日から 82 日を限度として算定する。 

入所時特別支援加算 1 日 30 
新たに入所者を受け入れた場合、入所から 30 日以内

の期間について加算。 

通院支援加算 1 日 17 通院に係る支援を実施した場合に月 2 回まで算定 

障害者支援施設等感染対

策向上加算Ⅰ 
1 ヶ月 10 

以下の①～③の要件を満たしている場合に算定 

①新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施す

る協定締結医療機関との連携体制を構築しているこ

と 

②協力医療機関と感染症発生時の対応を取り決める

とともに、軽症者等の施設で対応可能な感染者につ

いて、協力医療機関等との連携の上で施設に置いて

療養することが可能であること 

③一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が

定期的に主催する感染対策に関する研修に参加し、

助言や指導を受けること 

口腔衛生管理体制加算 1 ヶ月 30 

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士

が、施設従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言

を月 1 回以上行っている場合 

口腔衛生管理加算 1 ヶ月 90 

次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に算定。

ただし、口腔衛生管理体制加算を算定していない場

合には算定しない。 

イ：歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者

に対し、口腔ケアを月 2 回以上行うこと。 

ロ：歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口腔ケ

アについて、施設従業者に対し、具体的な技術的助

言及び指導を行うこと。 

ハ：歯科衛生士が、イにおける入所者の口腔に関す

る施設従業者からの相談等に必要に応じ対応するこ

と。 

経口維持加算Ⅰ 1 ヶ月 400 

摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる利用者ごと

に経口維持計画を作成し、経口による食事摂取を進

めるための管理を行った場合。 

計画作成月から起算して6カ月以内に限り算定可能。 

経口維持加算Ⅱ 1 ヶ月 100 

経口維持加算Ⅰを算定している場合で、支援のため

の会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士、又は言語

聴覚士が加わった場合。 
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福祉・介護職員等処遇改善

加算 
1 ヶ月 15.9％ 

厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金等の改善等を実施しているものとして、都道

府県知事に届け出た場合に 1 か月に算定した単位数

の 15.9％に相当する単位数 

 

地域単価 11.32 円 

 

【生活介護】 

基本報酬 

障害支援区分 2 以下 3 4 5 6 

単位数(旧） 439 487 543 785 1052 

新単位（サービス提供時間） 2 以下 ３ ４ ５ ６ 

3 時間未満 176 195 219 314 421 

3 時間以上～4 時間未満 220 243 274 393 527 

4 時間以上～5 時間未満 264 291 327 472 633 

5 時間以上～6 時間未満 307 339 381 550 738 

6 時間以上～7 時間未満 426 471 530 764 1026 

7 時間以上～8 時間未満 438 484 544 786 1054 

8 時間以上～9 時間未満 499 545 605 847 1115 

 ※1 日あたり 

 

加算名 単位 単位数 算定要件等 

リハビリテーション

加算Ⅰ 
1 日 48 

リハビリテーション実施計画が作成されて

いる利用者に対して指定生活介護等を行っ

た場合。 

四肢麻痺およびそれに類する者を対象とす

る。 

リハビリテーション

加算Ⅱ 
1 日 20 

上記の者以外でリハビリテーション実施計画

が作成されている利用者に対して、指定生活

介護等を行なった場合。 

人員配置体制加算

Ⅰ 
1 日 245 

①区分 5 若しくは区分 6 に該当する者又

はこれに準ずる者の総数が利用者の数の

合計数の 100 分の 60 以上であること。 

②常勤換算法により、従業員の員数が利

用者の数を 1.5 で除して得た数以上であ

ること。 
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食事提供体制加算 1 日 30 

当該加算が受給されている利用者を対象

とする。 

事業所が原則として当該施設内の調理室

を使用し、次の①～③のいずれにも適合

する食事の提供を行なった場合に算定。 

①管理栄養士又は栄養士が献立作成にか

かわること 

②利用者毎の摂取量を記録していること 

③利用者毎の体重やＢＭIを概ね6か月に

1 回記録していること 

福祉専門職員配置加

算Ⅰ 
1 日 15 

生活支援員として常勤で事業所に配置されて

いる従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、

精神保健福祉士である従業者の割合が 100 分

の 35 以上である場合。 

福祉専門職員配置等

加算Ⅱ 
1 日 10 

生活支援員として常勤で事業所に配置されて

いる従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、

精神保健福祉士である従業者の割合が 100 分

の 25 以上である場合。 

福祉専門職員配置等

加算Ⅲ 
1 日 6 

①生活支援員として配置されている従業

者のうち、常勤で配置されている従業者

の割合が 100 分の 75 以上であること。 

②生活支援員として常勤で配置されてい

る従業者のうち、3 年以上従事している従

業者の割合が 100 分の 30 以上であるこ

と。 

上記①②のいずれかに該当する場合に算

定可とする。 

常勤看護職員等配置

加算 
1 日 10 

利用定員に応じ、左記の単位数に常勤換

算法で算定した看護職員の数を乗じて得

た単位数を加算する。 

送迎加算１ 片道 21 
1 回の送迎につき平均 10 人以上が利用し、か

つ、週 3 回以上の送迎を実施している場合。 

送迎加算２ 片道 28 

生活介護の利用者で、障害支援区分５もしく

は障害支援区分６又はこれに準ずる者が 100

分の 60 以上いる場合。 

欠席時対応加算 １回 94 

利用者が急病等により利用を中止した際

に、連絡調整や相談援助を行った場合に、

月に４回まで加算。 
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初期加算 １日 30 
利用開始日から起算して３０日以内の期

間について加算。 

重度障害者支援加

算Ⅱ 
１日 360 

区分 6以上かつ行動関連項目 10点以上が

対象 

強度行動障害者養成研修（基礎研修）修

了者が、実践研修修了者の作成した支援

計画シート等に基づき、強度行動障害を

有する者に対して夜間に個別の支援を行

った場合に算定する。 

初期加算として 500 単位追加 

生活支援員のうち基礎研修修了者の割合

が 20%以上 

重度障害者支援加

算Ⅲ 
１日 180 

区分 4以上かつ行動関連項目 10点以上が

対象 

強度行動障害者養成研修（基礎研修）修

了者が、実践研修修了者の作成した支援

計画シート等に基づき、強度行動障害を

有する者に対して夜間に個別の支援を行

った場合に算定する。 

初期加算として 400 単位追加 

生活支援員のうち基礎研修修了者の割合

が 20%以上 

入浴支援加算 1 日 80 

医療的ケアが必要な者または重症心身障

害者に対して、入浴に係る支援を提供し

た場合に算定する。 

喀痰吸引等実施加

算 
1 日 30 

医療的ケアが必要な者であって喀痰吸引

等が必要な者に対して、喀痰吸引等を実

施するものとして登録した事業所におい

て、喀痰吸引等のために必要な知識・技

能を修得するための研修を修了した職員

が喀痰吸引等を行った場合に算定する。 

福祉・介護職員等処

遇改善加算 
1 ヶ月 8.1％ 

厚生労働大臣が定める基準に適合してい

る介護職員の賃金等の改善等を実施して

いるものとして、都道府県知事に届け出

た場合に1か月に算定した単位数の8.1％

に相当する単位数 

 

地域単価 11.22 円 
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（３）給付費
きゅうふひ

対象外
たいしょうがい

サービス内容
ないよう

 

サービスの種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 金
きん

 額
がく

 

食事
しょくじ

サービス 希望
き ぼ う

により食事
しょくじ

の提供
ていきょう

をします。       

食事
しょくじ

時間
じ か ん

  朝 食
ちょうしょく

  ７：３０～ 

昼 食
ちゅうしょく

 １２：００～ 

夕 食
ゆうしょく

 １８：００～ 

※下部
か ぶ

料金
りょうきん

は低所得者
ていしょとくしゃ

の軽減
けいげん

措置
そ ち

適用
てきよう

の場合
ば あ い

（原材料費
げんざいりょうひ

相当
そうとう

額
がく

） 

 

食事
しょくじ

のキャンセルは前日
ぜんじつ

午前
ご ぜ ん

10時
じ

としま

す。それ以降
い こ う

のキャンセルは、キャンセル

料
りょう

として食事代
しょくじだい

相当
そうとう

額
がく

が発生
はっせい

します。 

 

 

朝食 400円
えん

 

（250円
えん

） 

昼食 670円
えん

 

（330円
えん

） 

夕食 450円
えん

 

（320円
えん

） 

 

（ 特 別 食
とくべつしょく

は 実 費
じ っ ぴ

）  

水
すい

光熱費
こうねつひ

 日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び食事
しょくじ

提供
ていきょう

に要
よう

する水
すい

光熱費
こうねつひ

 300円
えん

/日
にち

 

金銭
きんせん

 

管理料
かんりりょう

 

通帳
つうちょう

及
およ

び小遣
こ づ か

いの管理
か ん り

 

出納簿
すいとうぼ

の作成
さくせい

及
およ

び報告
ほうこく

（年
ねん

2回
かい

） 

1,650円
えん

/月
つき

 

1日
にち

55円
えん

 

創作的
そうさくてき

活動
かつどう

・

及び
お よ び

生産
せいさん

活動
かつどう

等
など

 

創作的
そうさくてき

活動
かつどう

及び
およ

生産
せいさん

活動
かつどう

を行う
おこなう

上
うえ

でかかる

費用
ひよう

で、負担
ふたん

していただくことが適当
てきとう

であ

るものに係る
かかわる

費用
ひよう

をいただきます。 

・個人
こ じ ん

で使用
し よ う

するもの 

・調理
ちょうり

の材料費
ざいりょうひ

 

・ 外出
がいしゅつ

時
じ

の 交通費
こうつうひ

・ 入 場 料
にゅうじょうりょう

な ど

（付添い
つ き そ い

職員
しょくいん

などの実費
じ っ ぴ

も含
ふく

む） 

実
じつ

費
ぴ

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

準備
じゅんび

に む け て の

支援
し え ん

に必要
ひつよう

な

諸経費
しょけいひ

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

準備
じゅんび

に向けて
む け て

の支援
し え ん

のうち、負担
ふ た ん

していただくことが適当
てきとう

であるものに

関する
か ん す る

費用
ひ よ う

（交通費
こうつうひ

・郵券代
ゆうけんだい

・付き添い
つ き そ い

職員
しょくいん

交通費
こうつうひ

などの実費など） 

実
じっ

費
ぴ
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日 常
にちじょう

生 活 上
せいかつじょう

必要
ひつよう

と な る

諸経費
しょけいひ

 

利用者
りようしゃ

の 日常
にちじょう

生活品
せいかつひん

の 購入
こうにゅう

代金
だいきん

等
など

や

日常
にちじょう

生活
せいかつ

に要する
よ う す る

費用
ひ よ う

で、負担
ふ た ん

していただ

くことが適当
てきとう

であるものに関わる
かか

費用
ひよう

をい

ただきます。 

①日
にち

用品費
ようひんひ

  ②保健
ほ け ん

衛生費
えいせいひ

  

③教養
きょうよう

娯楽費
ご ら く ひ

 

実
じつ

費
ぴ

 

社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

の便宜
べ ん ぎ

の供与
きょうよ

等
など

 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
など

への手続き
て つ づ き

等
など

について、利用者
りようしゃ

または家族
か ぞ く

が行う
おこなう

こと

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

、利用者
りようしゃ

の同意
ど う い

を得
え

て代行
だいこう

し

ます。 

 

実費
じ っ ぴ

 

特別
とくべつ

な 健康
けんこう

診断
しんだん

 

施設
し せ つ

の提供
ていきょう

する基本的
きほんてき

な健康
けんこう

診断
しんだん

以外
い が い

の

特別
とくべつ

な健康
けんこう

診断
しんだん

及び
お よ び

診断書
しんだんしょ

の発行
はっこう

等
など

 

実費
じ っ ぴ

 

その他
た

 ・サービス提
てい

供
きょう

記
き

録
ろく

等
など

の複写代
ふくしゃだい

 

 

・証明書
しょうめいしょ

諸書類
しょしょるい

の発行代
はっこうだい

 

・その他
た

 

白黒
しろくろ

 10円
えん

/枚
まい

 

カラー 50円
えん

/枚
まい

 

100円
えん

 

実費及
じっぴおよび

相談
そうだん

 

 

<サービスの概要
がいよう

> 

全て
すべ

のサービスは、「個別
こべつ

支援
しえん

計画
けいかく

」に基づいて
もと

行われます
おこなわれます

。個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

は、

本事業所
ほんじぎょうしょ

のサービス管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

が作成
さくせい

し、利用者
りようしゃ

の同意
どうい

をいただきます。尚
なお

「個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

」の写
うつ

しは利用者
りようしゃ

に交付
こ う ふ

いたします。 

 

７．利用
り よ う

料金
りょうきん

 

（１）介護
か い ご

給付費
きゅうふひ

対象
たいしょう

サービス内容
ないよう

の料金
りょうきん

 

  介護
か い ご

給付費
きゅうふひ

によるサービスを提供
ていきょう

した際
さい

は、サービス利用
り よ う

料金
りょうきん

（厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

の定める
さだ

基準
きじゅん

により算出
さんしゅつ

した額
がく

）のうち 9割
わり

が介護
かいご

給付費
きゅうふひ

・訓練
くんれん

等
とう

給付費
きゅうふひ
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の給付
きゅうふ

対象
たいしょう

となります。事業者
じぎょうしゃ

が介護
か い ご

給付費
きゅうふひ

等
など

の給付
きゅうふ

を市区
し く

町村
ちょうそん

から直接
ちょくせつ

受け
う

取る
と

（代理
だ い り

受領
じゅりょう

する）場合
ば あ い

、利用者
りようしゃ

負担分
ふたんぶん

として、サービス利用
り よ う

料金
りょうきん

全体
ぜんたい

の 1割
わり

の額
がく

を事業者
じぎょうしゃ

にお支払
 し は ら

いただきます。（定率
ていりつ

負担
ふ た ん

または利用者
りようしゃ

負担額
ふたんがく

と

いいます） 

なお、定率
ていりつ

負担
ふたん

または利用者
りようしゃ

負担額
ふたんがく

の軽減
けいげん

等
など

が適用
てきよう

される場合
ばあい

は、この限り
かぎ

ではありません。障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス受給者証
じゅきゅうしゃしょう

をご確認
  かくにん

ください。 

（２）介護
かいご

給付費
きゅうふひ

・訓練
くんれん

等
など

給付費
きゅうふひ

対象外
たいしょうがい

サービス内容
ないよう

の料金
りょうきん

 

上記
じょうき

「６．サービス提供
ていきょう

の内容
ないよう

（３）介護
か い ご

給付費
きゅうふひ

・訓練
くんれん

等
など

給付費
きゅうふひ

対象外
たいしょうがい

サ 

ービス内容
ないよう

」の項目
こうもく

をご参照
  さんしょう

ください。 

（３）サービス利用
り よ う

の取り消し
と  け  

料金
りょうきん

 

  利用者
りようしゃ

がサービス利用
り よ う

の取
と

り消
け

し（キャンセル）する場合
ば あ い

は、利用予定日
り よ う よ て い び

の

前日
ぜんじつ

の午前１０時までに当事業所
とうじぎょうしょ

までお申し出
も う  で

ください。 

  尚
なお

、サービス利用日
り よ う び

の前日
ぜんじつ

午前
ご ぜ ん

１０時
じ

までに申出
もうしで

のない場合
ば あ い

は、キャンセ

ル料
りょう

（食事代
しょくじだい

相当
そうとう

額
がく

等
など

）を頂
いただ

きます。 

（４）利用料金の
りようりょうきん

お支払方法
しはらいほうほう

 

前記
ぜ ん き

（１）（２）の料金
りょうきん

は１ヶ月
か げ つ

ごとに計算
けいさん

し、ご請求
せいきゅう

しますので、翌
よく

月
げつ

２

７日
にち

までに金融機関口座
きんゆうきかんこうざ

からの口座振替
こうざふりかえ

でお支払い
しはら

下さい
くだ

。 

 

８．利用者
りようしゃ

の記録及
きろくおよ

び情報
じょうほう

の管理等
かんりなど

 

（１）利用者
りようしゃ

へのサービス向上
こうじょう

に関する事業所
かん   じぎょうしょ

におけるサービス会議
か い ぎ

や

他の事業所
ほか じぎょうしょ

との連絡調整及び緊急時
れんらくちょうせいおよ きんきゅうじ

における病院等
びょういんなど

への連絡
れんらく

などにお

いて 情報提供
じょうほうていきょう

が必要となる場合
ひ つ よ う    ば あ い

があるため、それらについては

別紙個人情報使用同意書に基づき対応
べっしこじんじょうほうしようどういしょ  もと   たいおう

いたします。また、記録及び情報
きろくおよ じょうほう

に

ついては契約
けいやく

の終了後
しゅうりょうご

５年間保管
ねんかんほかん

します。 

※閲覧
えつらん

、複写
ふくしゃ

ができる窓口
まどぐち

業務
ぎょうむ

時間
じ か ん

は、午前
ご ぜ ん

９時
じ

から～午後
ご ご

５時
じ

です。 

（２）利用者
りようしゃ

の個人
こ じ ん

情報
じょうほう

については、個人情報保護法
こじんじょうほうほごほう

にそった対応
たいおう

を行い
お こ な

ます。

但し
た だ

、市区町及び関係機関
しくちょうおよ  かんけいきかん

に情報提供
じょうほうていきょう

を要請
ようせい

された場合
ば あ い

は利用者
りようしゃ

の
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同意
ど う い

（「個人情報使用同意書
こじんじょうほうしようどういしょ

」による）に基
もと

づき情報提供
じょうほうていきょう

を致し
い た

ます。 

 

９．緊急時の対応
きんきゅうじ たいおう

 

 利用者
りようしゃ

の病 状 急 変 等
びょうじょうきゅうへんなど

の緊急時
きんきゅうじ

には、速
すみ

やかに医療機関
いりょうきかん

への連絡等
れんらくなど

を 行
おこな

い

ます。 

 

１０．要望・苦情等申立先及び
ようぼう・くじょうなどもうしたてさきおよ

虐待防止
ぎゃくたいぼうし

に関
かん

する相談窓口
そうだんまどぐち

 

（１）要望・苦情等申立先
ようぼう・くじょうなどもうしたてさき

 

 

当事業所
とうじぎょうしょ

 

ご利用相談窓口
 りようそうだんまどぐち

 

・窓口担当者
まどぐちたんとうしゃ

  橘
たちばな

裕
ゆう

一郎
いちろう

 

・ご利用時間
 り よ う じ か ん

  9:00～ 17：00 

・電話番号
でんわばんごう

   03‐5318‐3711(代表)  

・ 担当者
たんとうしゃ

が不在
ふ ざ い

の場合
ば あ い

は、事業所事務所
じぎょうしょじむしょ

までお申し
 も う

出
で

く

ださい。 

中野区
な か の く

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

認定
にんてい

給付係
きゅうふかかり

 

・所 在 地
し ょ ざ い ち

：東京都
とうきょうと

中野区
な か の く

中野
な か の

4‐11‐19 

・電話番号
でんわばんごう

：03‐3228‐8916 

（中野区
な か の く

以外
い が い

） ・所在地
しょざいち

： 

・電話番号
でんわばんごう

： 

 

運営適正化委員会
うんえいてきせいかいいんかい

 

 

東京都社会福祉協議会
とうきょうとしゃかいふくしきょうぎかい

 福祉
ふ く し

サービス運営適正化委員会
うんえいてきせいかいいんかい

 

 電話番号
でんわばんごう

 03-5283-7020   

ファックス 03-5283-6997 

受付
うけつけ

時間
じ か ん

 月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

 午前
ご ぜ ん

９時
じ

～午後
ご ご

５時
じ
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（２）第三者
だいさんしゃ

委員
い い ん

 

名前
な ま え

 住所
じゅうしょ

 電話番号
でんわばんごう

 

涌井
わ く い

久美子
く み こ

 東京都
とうきょうと

中野区
な か の く

大和町
やまとちょう

2－47－10 03－3330－1953 

渡部
わたなべ

弘一
ひろいち

 福島県
ふくしまけん

郡山市安積
こおりやましあさか

町
まち

荒井
あ ら い

字
あざ

萬
まん

海
かい

24－4 024－945－5513 

山田
や ま だ

京子
きょうこ

 福島県
ふくしまけん

郡山市
こおりやまし

大槻
おおつき

町
まち

字
あざ

原ノ
は ら の

町
まち

3－2 024－961－5422 

石田
い し だ

宏
こう

寿
じゅ

 福島県
ふくしまけん

郡山市
こおりやまし

開成
かいせい

3－13－14 024－932－3031 

  

（３）虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

責任者
せきにんしゃ

 

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

責任者
せきにんしゃ

 安部
あ べ

野
の

正明
まさあき

 

 

（４）合意
ご う い

裁判
さいばん

管轄
かんかつ

について 

 サービスの利用
り よ う

により 生
しょう

ずる権利
け ん り

義務
ぎ む

に関する
か ん す る

訴訟
そしょう

については、東京
とうきょう

総合
そうごう

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センター 江
え

古田
こ だ

の森
もり

 の住所
じゅうしょ

所在地
しょざいち

を管轄
かんかつ

する東京
とうきょう

地方
ち ほ う

裁判
さいばん

所
しょ

と

します。 

 

（５）福祉
ふ く し

サービス第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

 

   ①実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

：実施
じ っ し

  

   ②実施
じ っ し

年月日
ねんがっぴ

：令和
れ い わ

5 年
ねん

12月
がつ

11日
にち

 

   ③実施
じ っ し

評価
ひょうか

機関
き か ん

名称
めいしょう

：特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 福祉
ふ く し

経営
けいえい

ネットワーク 

   ④評価
ひょうか

機関
き か ん

の開示
か い じ

状 況
じょうきょう

：開示
か い じ

あり 
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１１．協力医療機関
きょうりょくいりょうきかん

 

医療機関
いりょうきかん

の名称
めいしょう

 医療
いりょう

法人
ほうじん

財団
ざいだん

 健
けん

貢会
こうかい

 総合
そうごう

東京
とうきょう

病院
びょういん

 

理 事 長 名
り  じ  ち ょ う  め い

 渡邉
わたなべ

 一夫
か ず お

 

所  在  地
し ょ   ざ い   ち

 東京都
とうきょうと

中野区
な か の く

江
え

古田
ご た

3‐15‐2 

電 話 番 号
で ん  わ  ば ん  ご う

 03‐3387‐5421 

診  療  科
し ん   り ょ う   か

 内科
な い か

・整形
せいけい

外科
げ か

 他
ほか

 入 院 設 備
に ゅ う  い ん  せ つ  び

 有
あり

 

上記の他
じょうき ほか

、嘱託医
しょくたくい

として精神科
せいしんか

医師
い し

が月
つき

２回
かい

、皮膚科
ひ ふ か

医師
い し

が月
つき

１回
かい

の訪問
ほうもん

診療
しんりょう

を行って
おこな

います。 

 

 

１２．非常災害時
ひじょうさいがいじ

の対策
たいさく

 

非常時
ひじょうじ

の対応
たいおう

 別途
べ っ と

に定める
さ だ

、消防計画書
しょうぼうけいかくしょ

により対応
たいおう

いたします。 

防災設備
ぼうさいせつび

 

・自動火災報知機
じ ど う か さ い ほ う ち き

  有
あり

  ・誘 導 灯
ゆう  どう  とう

    有
あり

  

・ガス漏れ
も

報知機
ほ う ち き

  有
あり

  ・非常通報装置
ひじょうつうほうそうち

   有
あり

 

・非常用電源
ひじょうようでんげん

    有
あり

  ・スプリンクラー  有
あり

 

・室内防火栓
しつないぼうかせん

    有
あり

   

・ カ－テン等
など

は防炎性能
ぼうえんせいのう

のある物
もの

を使用
し よ う

しています。 

・ 震災
しんさい

に備え
そ な

ての備蓄
び ち く

（食 料
しょくりょう

・飲料水
いんりょうすい

３日分
か ぶ ん

） 

（その他
ほか

・携帯
けいたい

ラジオ・ロープ・懐中電灯等
かいちゅうでんとうなど

） 

平時の訓練
へいじ  くんれん

 
別途
べ っ と

に定
さだ

める、消防計画書
しょうぼうけいかくしょ

に則
のっと

り、年
ねん

１２回
かい

、避難
ひ な ん

・

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を、利用者
りようしゃ

の方
かた

も参加
さ ん か

して実施
じ っ し

します。 

消防計画
しょうぼうけいかく

 
消防署
しょうぼうしょ

への届出日
とどけでび

： 平成
へいせい

１９年
ねん

３月
がつ

 

防火管理者
ぼ う か か ん り し ゃ

   ： 佐藤
さ と う

 隆司
た か し

 

保険加入
ほけんかにゅう

 
事故
じ こ

・災害
さいがい

に備
そな

えて、損害賠償保険
そんがいばいしょうほけん

に加入
かにゅう

しています。 

加入保険会社名
かにゅうほけんがいしゃめい

：あいおい損保
そ ん ぽ

保険
ほ け ん
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加入保険内容
かにゅうほけんないよう

：施設
し せ つ

賠償
ばいしょう

保険
ほ け ん

 

 

１３．当事業所
とうじぎょうしょ

ご利用
り よ う

の際
さい

に留意
りゅうい

いただく事項
じ こ う

 

面会
めんかい

 

面会
めんかい

は原則
げんそく

、土日
どにち

祝日
しゅくじつ

にお願い
おねがい

します。予定
よてい

が

決まって
き

いる場合
ばあい

は、前
まえ

もって届け出
と ど け で

を提出
ていしゅつ

するか

もしくは電話
で ん わ

での連絡
れんらく

をお願い
ねが

します。 

外出
がいしゅつ

・外泊
がいはく

  前
まえ

もって届け出
と ど け で

を提出
ていしゅつ

してください。 

設備・器具の利用
せ つ び ・ き ぐ  り よ う

 

当事業所の設備
とうじぎょうしょ  せつび

、器具
き ぐ

は本来
ほんらい

の用法
ようほう

にしたがって 

ご利用
り よ う

ください。これに反
はん

したご利用
り よ う

により破損
は そ ん

が

生
しょう

じた場合
ば あ い

、賠償
ばいしょう

していただくことがあります。 

喫  煙
き つ   え ん

 全室禁煙
ぜんしつきんえん

です。 

貴重品
きちょうひん

の管理
か ん り

 

貴重品
きちょうひん

は、利用者
りようしゃ

の責任
せきにん

において管理
か ん り

していただき

ます。自己管理
じ こ か ん り

のできない利用者
りようしゃ

につきましては

希望
き ぼ う

により事
じ

業所
ぎょうしょ

にて管理
か ん り

を致し
い た

ます。 

宗教活動・政治活動
しゅうきょうかつどう せいじかつどう

、 

営利活動
えいりかつどう

 

利用者の思想
り よ う し ゃ  し そ う

、信仰は自由
しんこう  じゆう

ですが、他の利用者
ほか  りようしゃ

に対
たい

す

る宗教活動
しゅうきょうかつどう

、政治活動及び
せ い じ か つ ど う お よ

営利活動
えいりかつどう

はご遠慮
えんりょ

くだ

さい。 
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令和
れ い わ

   年
ねん

  月
がつ

  日
にち

 

  

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 南東
みなみとう

北福祉
ほくふくし

事業団
じぎょうだん

 通所
つうしょ

事業所
じぎょうしょ

 江
え

古田
ご た

の森
もり

のサービス

提供及
ていきょうおよ

び利用の開始
り よ う  か い し

に際し
さい

、本書面
ほんしょめん

に基づき
も と

重
じゅう

要事項
ようじこう

の説明
せつめい

を 行
おこな

いました。 

  

事業所名
じぎょうしょめい

 社 会
しゃかい

福祉
ふくし

法 人
ほうじん

 南 東
みなみとう

北福祉
ほくふくし

事業団
じぎょうだん

  

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 江
え

古田
ご た

の森
もり

 

 

 説明者職名
せつめいしゃしょくめい

：生活相談員       氏名
し め い

  齊藤有美 

 

私
わたし

は、本書面
ほんしょめん

に基
もと

づいて事業者
じぎょうしゃ

から社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 南東
みなみとう

北福祉
ほくふくし

事業団
じぎょうだん

  

通所
つうしょ

事業所
じぎょうしょ

 江
え

古田
ご た

の森
もり

のサービス提供及
ていきょうおよ

び利用
り よ う

について重要事項
じゅうようじこう

の説明
せつめい

を

受
う

け、同意
ど う い

しました。 

 

 利用者住所
りようしゃじゅうしょ

：                           

 氏   名
 し    め い

：              印
いん

  

 

 代
だい

筆者
ひつしゃ

氏名
し め い

                 続柄
ぞくがら

（      ） 

 

 ＜身元引受人
みもとひきうけにん

＞ ＜身元引受人兼
みもとひきうけにんけん

連帯
れんたい

保証人
ほしょうにん

＞  ※一線
いっせん

抹消
まっしょう

 

 住所
じゅうしょ

：                              

 氏   名
し    め い

：              印
いん

 続柄
ぞくがら

：（      ） 

 ＜連帯
れんたい

保証人
ほしょうにん

＞  ※身元引受人兼
みもとひきうけにんけん

連帯
れんたい

保証人
ほしょうにん

と同じ
お な じ

場合
ば あ い

は記入
きにゅう

不要
ふ よ う

 

 住所
じゅうしょ

：                              

 氏   名
し    め い

：              印
いん

 続柄
ぞくがら

：（      ） 



１．サービスを提供する事業者

２．利用施設

事業所の名称

事業所の所在地

連　絡　先

管　理　者

サービス管理責任者

サービスの実施地域

主たる対象者

名　　称

所　在　地

電　話　番　号

代　表　者　名

設　立　年　月　日

事業所の種類　

定　　員

開設年月日

事業者番号 1311400707

社会福祉法人　南東北福祉事業団

東京都中野区江古田３丁目１４番１９号

０３－５３１８－３７１１（代表）

理事長　　渡邉　貞義

平成9年10月7日

　施設長　安部野正明

指定短期入所事業　　平成１９年４月１日開所

東京総合保健福祉センター　　障害者支援施設　江古田の森

東京都中野区江古田３丁目１４番１９号

電話番号　　　０３－５３１８－３７１１(代表)

身体障害者・知的障害者

平成19年4月1日

ファックス　　０３－５３１８－３７１２(代表)

身体障害者：２名

知的障害者：２名

安部野正明　　中島佳美　　稲川宏行

東京都全域

　　 当事業所があなたに説明すべき内容は次の通りです。

社会福祉法人　南東北福祉事業団

障害者支援施設　江古田の森

「重要事項説明書  短期入所事業」

　あなたに対する指定障害者支援施設サービス提供の開始にあたり、厚生労働省令に基づいて
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３．サービスの目的・運営方針

目　的

運営方針

４．サービスに係る施設・設備等の概要

（１）施　　設

（２）主な設備

構　　造

敷　地　面　積

延　床　面　積

建　物

障害者が居宅においてその介護を行うものの疾病その他の理由により、障害者支援
施設への短期入所を必要とする障害者に対し、その有する能力に応じ自立した生活
を営むための入浴、排泄又は食事の介護や日常生活上の支援及び相談援助を提供し
ます。また、その家族などの身体的・精神的負担の軽減も目的とします。

人権の尊重・生涯の発達・社会的自立を理念の三本柱にし、安心と安全・自信と意
欲・自立（自律）と自己実現を目指して支援します。

鉄筋コンクリート　地上７階／地下１階建

相　談　室

５室

４室

１階　　１室　　　　２階　　４室

１階　　２室　　　　２階　　２室

備　　　　　　考部　屋　数

作　業　室

（耐火建築物・耐震構造）

９，０００平方メートル

１８，２６１．６８平方メートル

診　察　室

３０ヶ所

１室

食　　堂

シャワー室

浴　　室

６室

４室

１室

６５ヶ所

１階　　 ２室　　　　２階　　４室

１階　２室　　　※個浴・機械浴あり

２階　　２室

１階　　1室

１階　　２０ヶ所　　　２階　　４５ヶ所洗　面　所

２階　1室

１階　　２ヶ所　　　２階　４ヶ所

１階　　1室

ト　イ　レ

１階　　３ヶ所（内、２ヶ所は食堂と兼用）　　　３室

多　目　的　室

理　美　容　室

６室

１室

１階　　１５ヶ所　　　２階　１５ヶ所

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し、基準以上の設備を設置しています。

機能回復訓練室
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専従 兼務 専従 兼務

１ １

サービス管理責任者 ３ １ ２

２ ２

３ ３

３ ３

１ １

５５ ４７ ８

６ ４ ２

　当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守して指定障害福祉サービスを

　提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。　

各職種の勤務体系

サービス管理責任者

.

常勤 非常勤

管理者

リハビリ職

管理栄養士

生活支援員

職　　種 勤務体系

事　務　員

職種 員数 備考

医　　師

看　護　職

嘱託含む

５．サービス提供職員の設置状況 （職員は、入所支援事業・生活介護・短期入所事業の兼務になります）

管　理　者

正規の勤務時間帯  （　８：３０　～　１７：３０　）

医　　師

看　護　職

リハビリ職

正規の勤務時間帯  （　８：３０　～　１７：３０　）

正規の勤務時間帯  （　８：３０　～　１７：３０　）

正規の勤務時間帯  （　８：３０　～　１７：３０　）

正規の勤務時間帯  （　８：３０　～　１７：３０　）

事　務　員

生活支援員
　　　　　　　　　　日勤（　９：００　～　１８：００　）

正規の勤務時間帯  　早番（　７：００　～　１６：００　）

管理栄養士

　　　　　　　　　　遅番（　１２：００　～　２１：００　）

　　　　　　　　　　夜勤（　１６：００　～　９：３０　）

正規の勤務時間帯  （　８：３０　～　１７：３０　）

正規の勤務時間帯  （　８：５０　～　１７：５０　）
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６．サービス提供の内容

（１）　介護給付費・訓練等給付費対象サービス内容

サービスの種類 サービス内容

相談及び・援助
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、
適切な相談、助言、援助等を行います。

利用者の有する能力に応じ自立した生活を営む為に、適切な技術をもっ
て食事・整容・更衣・排泄等生活全般にわたる支援及び相談援助を行い
ます。

日常生活上必要なバイタルチェックや与薬、その他必要な管理、記録を
行います。また医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保
持のための適切な支援を行います。

②　起床・入床　　起床時間　６時から７時

④　整　　　容　　毎食後の歯磨き援助、介助、確認。洗面の援助と

支　　援

　　　　　　　　　介助、確認等個性を尊重した適切な整容を

③　着　脱　衣　　必要に応じて介助、確認します。

①　入浴・排泄　　必要に応じて介助や確認を行います。

　　　　　　　　　援助します。

健康管理

　生活のリズムを整えるような支援をします。

生活リズムの形成、健康の維持を考慮した上で本人の意思を尊重しま
す。

　　　　　　　　　入床時間　２１時から２３時
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（２）　自立支援給付額及び加算内容

◆短期入所Ⅰ

1、2 3 4 5 6

498 570 634 767 903

509 583 648 784 923

700 772 835 969 1104
751 824 889 1026 1164

◆短期入所Ⅱ

1、2 3 4 5 6

169 235 311 516 589

173 240 318 527 602

370 438 513 719 791
413 483 559 770 844

表1

【加算項目】

単位 単位数

1日 48

1日 22

1日 10

1日 30

1日 50

障害支援区分

単位数【福祉型】旧

当該加算が受給されている利用者を対象とする。
事業所が原則として当該施設内の調理室を使用
し、次の①～③のいずれにも適合する食事の提供
を行なった場合に算定。
①管理栄養士又は栄養士が献立作成にかかわる
こと
②利用者毎の摂取量を記録していること
③利用者毎の体重やＢＭIを概ね6か月に1回記録
していること。

算定要件等

単位数【福祉型】旧

単位数【福祉型強化】旧

障害支援区分

気管内挿管、気管切開

継続する透析（腹膜灌流を含む）

単位数【福祉型】新

O2 吸入又はSPO2 90％以下の状態が10％以上 ６回／日以上の頻回の吸引

単位数【福祉型強化】新

単位数【福祉型強化】新

常勤看護職員等配置加算

短期利用加算

看護職員を常勤換算方法で1人以上配置する場合
に算定。（利用定員が6人以下）

短期入所利用開始日から30日以内の期間につき
算定する。

経管（経鼻・胃ろうを含む） 鼻咽頭エアウェイ
持続注入ポンプ(腸ろう・腸管栄養時）

定期導尿３回／日以上 人工肛門

IVH ネブライザー６回／日以上又は継続使用

単位数【福祉型】新

単位数【福祉型強化】旧

※福祉型強化の対象者は表１に掲げる状態のいずれかに該当する区分１以上の障害者

レスピレーター管理

食事提供体制加算

加算内容

重度障害者支援加算Ⅰ

①常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置
していること。
②利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全
で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。

区分6かつ行動関連項目10点以上の者等を受け
入れた場合

実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づ
き、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修
了者が支援を行った場合、さらに１００単位を加算
する。

栄養士配置加算Ⅰ
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1日 30

1日 120

1日 30

1日 270

１日 600

１日 300

1日 500

1日 100

1日 39

1日 1000

1日 500

1ヶ月 15.90%

地域単価　11.20円

緊急短期入所受入加算Ⅰ

重度児・障害者対応支援加算

医療連携体制加算Ⅴ

医療連携体制加算Ⅵ

医療機関等との連携により、看護職員を指定短期
入所事業所に訪問させ当該看護職員が障害者に
対して看護の提供又は認定特定行為業務従事者
に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に算定
される。
利用者１人、４時間未満の支援の場合

研修を受けた介護職員等がたんの吸引等を実施
した場合

利用者2人以上8人以下、4時間未満の支援の場
合

医療連携体制加算Ⅱ

福祉・介護職員等処遇改善加算

厚生労働大臣が定める基準に適合している介護
職員の賃金等の改善等を実施しているものとし
て、都道府県知事に届け出た場合に1か月に算定
した単位数の15.9％に相当する単位数

医療的ケア対応支援加算
医療的ケアを必要とする利用者を1名以上受け入
れる場合。

重度な障害児者を利用者全体の５０％以上受け入
れる場合。

緊急利用を受け入れた場合に、当該緊急利用者
に対して初日から7日（やむを得ない事情がある場
合は14日）を限度に算定。

利用者1人、4時間を超える支援の場合

利用者2人以上8人以下、4時間を超える支援の場
合

医療連携体制加算Ⅶ

医療連携体制加算Ⅳ

看護職員が介護職員等にたんの吸引に係る指導
のみを行った場合

医療連携体制加算Ⅲ

(1)事業所の職員として、もしくは病院、診療所、訪
問看護ステーション等と連携により、看護師を1名
以上確保する。
(2)看護師に24時間連絡できる体制を確保する。
(3)重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居
の際に、入居者又はその家族等に対して指針を説
明し、同意を得る。

医療連携体制加算Ⅰ

重度障害者支援加算Ⅱ

区分４以上かつ行動関連項目10点以上の者等を
受け入れた場合

強度行動障害を有する者に対し、強度行動障害支
援者養成研修（基礎研修）修了者が支援を行った
場合、さらに７０単位を加算する。
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（３）給付費対象外サービス内容

朝食
400円
(250円)

昼食
670円

(330円）

夕食
450円

(320円）

（１）介護給付費・訓練等給付費対象サービス内容の料金

７．利用料金

※　特別食（応相談）

・その他 実費　応相談

白黒10円／カラー50円
そ　の　他

・サービス提供記録等の複写代

利用者の日常生活品等の購入代金等や日常生活
に要する費用で、負担していただくことが適当
であるものに関わる費用を頂きます。

サービスの種類 金　　額サービス内容

実　　　費

水道光熱費 300円

　　　労働大臣の定める基準により算出した額）のうち９割が介護給付費・訓練等給付費の

実費
食事サービス

希望により、食事の提供をします。
（例）栄養と利用者の身体状況や嗜好に配慮し
た食事を提供します。
※下部料金は低所得者の軽減措置適用の場合
（原材料費相当額）

日常生活上
必要となる諸経費

　　　介護給付費・訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金（厚生

　　　給付対象となります。事業者が介護給付費・訓練等給付費等の給付を市区町村から

　　　直接受け取る（代理受領する）場合、利用者負担料として、サービス利用料金全体の

　　　１割の額を事業者にお支払いいただきます。（定率負担または利用者負担額といい

　　　ます）なお、定率負担または利用者負担額の軽減などが適用される場合は、この限り

　　　ではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認下さい。

（２）介護給付費・訓練等給付費対象外サービス内容の料金

　　　上記「６．サービス提供の内容（３）介護給付費・訓練等給付費対象外サービス

　　　内容」項目をご参照下さい。

食事のキャンセルは前日午前10時とします。それ以降のキャンセルは、

キャンセル料として食事代相当額が発生します。

１日あたり
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（３）サービス利用の取り消し料金

　　　利用者が、サービス利用の取り消し（キャンセル）する場合は、利用予定日の前日10時

　　　までに、当事業所までお申し出ください。

（１）事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに

　　　尚、サービス利用日の前日10時までに申し出のない場合は、キャンセル料を頂く場合が

　　　あります。

（４）利用料金のお支払い方法

　　　利用料金は１ヶ月ごとに精算し、ご請求しますので、翌月２７日に

　　　応じて、その内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後

　　　５年間保管します。

　　　※　閲覧、複写できる窓口業務時間は１０時から１５時までです。

１０．要望・苦情等申し立て先及び虐待防止に関する相談窓口

　　　指定した金融機関口座から口座振替で引き落としになります。

８．利用者の記録及び情報の管理など

（２）利用者の個人情報については、個人情報保護法に則った対応を行います。

　　　但し、市区町村及び関係機関に情報提供を要請された場合は、利用者の同意

　　（「個人情報使用同意書」による）に基づき情報提供を致します。

　　　利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関への連絡等を行います。

９．緊急時の対応
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（１）要望・苦情等申立先

（２）第三者委員

（４）合意裁判管轄について

　サービスの利用により生ずる権利義務に関する訴訟については、

（５）福祉サービス第三者評価の実施状況

03‐3993‐1344

東京都社会福祉協議会　福祉サービス運営適正化委員会

03‐5283‐6997

月曜日～金曜日　　午前９時～午後５時

電　話　番　号

（３）虐待防止責任者

虐待防止責任者 安部野正明

涌井久美子

福島県郡山市開成3－13－14

03-3330-1953

024-945-5513

024-961-5422

024-932-3031

電　話　番　号

東京都中野区大和町2－47－10

福島県郡山市安積町荒井字萬海24－4

福島県郡山市大槻町字原ノ町3－2

練馬区豊玉北6‐12‐1　西庁舎3階

石田宏寿

窓口担当者 橘　裕一郎

当事業所
ご利用相談窓口

9:00　～　17:00

03‐5318‐3711

担当者が不在の場合は、1階身体事業所事務所までお申し出ください。

電　話　番　号

電　話　番　号

☑中野区障害福祉課
認定給付係

ご利用時間

東京都中野区中野4‐11‐19

03－3228‐8916

□中野区・練馬区以
外

所　　在　　地

□練馬区保健福祉
サービス苦情調整
委員会

所　　在　　地

渡部弘一

山田京子

住所

所　　在　　地

電　話　番　号

名　　称

ファックス番号

受　付　時　間

03‐5283‐7020
運営適正化委員会

名前

　東京総合保健福祉センター　江古田の森 の住所所在地を管轄する東京地方裁判所とします。

電話番号
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　①実施状況　　　　　：実施

　②実施年月日　　　　：令和5年3月10日

　③実施評価機関名称　：特定非営利活動法人　福祉経営ネットワーク

　④評価機関の開示状況：開示あり

 入院設備　有

　利用者の方も参加して実施します。

医療機関の名称 医療法人財団　健貢会　総合東京病院

電　話　番　号

診　　療　　科

東京都中野区江古田3‐15‐2

１１．協力医療機関

理　事　長　名 渡邉　一夫　

　・ガス漏れ報知器　　有　　　　・非常通報装置　　　有

　・非常用電源　　　　有　　　　・スプリンクラー　　有

所　　在　　地

03‐3387‐5421

１２．非常災害時の対策

非　常　時　の　対　応 　別途に定める、消防計画書により対応いたします。

　・自動火災報知器　　有　　　　・誘導等　　　　　　有

脳神経外科・内科・整形外科

　・室内防火栓　　　　有

　別途に定める消防計画に則り、年２回避難・防災訓練を、

防　災　設　備

平　時　の　訓　練

消　防　計　画
　消防への届出日　：　平成１９年　３月

　防火管理者　　　：　佐藤　隆司

　・カーテン等は防炎性能のある物を使用しています。

　・震災に備えての備蓄（食糧・飲料水・その他）
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　短期入所利用中の一時帰宅や外出はご遠慮いただいており

　ます。

　事業所利用者がインフルエンザ等の他者に感染する疾病であ

　ることを医師が診断した場合、医師の完治連絡が出るまで事

　業所利用は出来ません。また、感染が拡大してしまった

　場合、利用中止の依頼をさせていただくことがあります。

貴重品の管理

　全室禁煙です。

感染症対策

　事業所にて管理いたします。

設備・器具の利用

喫煙

　自己管理が困難な利用者につきましては、希望により

　賠償していただくことがあります。

利用中の一時帰宅について

１３．当事業所ご利用の際に留意いただく事項

　利用者の思想・信仰は自由ですが、他の利用者に対する

　事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。

　加入保険会社名　：　あいおい損害保険

　加入保険内容　　：　施設賠償保険

保　険　加　入

　貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。

宗教活動,政治活動,営利活動
　宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。

　下さい。これに反したご利用により破損が生じた場合、

　当事業所の設備・器具は本来の用法にしたがってご利用
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社会福祉法人　南東北福祉事業団　短期入所事業　江古田の森のサービス提供及び利用の

開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

氏名：　齊藤　有美

〈利用者〉

　住所：

　印

　代筆者氏名： 　　　続柄（　　　　　　）

〈身元引受人〉　〈身元引受人兼連帯保証人〉　　　※一線抹消

　住所：

　氏名： 　　　　　印 　　　続柄（　　　　　　）

〈連帯保証人〉 ※身元引受人兼連帯保証人と同じ場合は記入不要

　住所：

　氏名： 　　　　　印 　　　続柄（　　　　　　）

　　　説明者職名：　生活相談員　　　　　　　　　　　　　　　

　氏　　　名：

　私は、本書面に基づいて事業者から社会福祉法人　南東北福祉事業団　短期入所事業

　江古田の森のサービス提供及び利用について重要事項の説明を受け、同意しました。

　　　　事業所名：社会福祉法人　南東北福祉事業団

　　　　　　　　　障害者支援施設　江古田の森

令和　　　年　　　月　　　日
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き ん む

時間帯
じかんたい

 （ ８：３０ ～ １７：３０  ） 

管理
か ん り

栄養士
えいようし

 正規
せ い き

の勤務
き ん む

時間帯
じかんたい

 （ ８：３０ ～ １７：３０  ） 

サービス管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

 

正規
せ い き

の勤務
き ん む

時間帯
じかんたい

 （ ８：３０ ～ １７：３０  ） 

生活
せいかつ

支援員
しえんいん

 正規
せ い き

の勤務
き ん む

時間帯
じかんたい

（早番
はやばん

）（ ７：００ ～ １６：００  ） 

        （日勤
にっきん

）（ ９：００ ～ １８：００  ） 
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        （遅番
おそばん

）（ １２：００ ～ ２１：００  ） 

看護
か ん ご

職
しょく

 正規
せ い き

の勤務
き ん む

時間帯
じかんたい

 （ ８：３０ ～ １７：３０  ） 

事務員
じ む い ん

 正規
せ い き

の勤務
き ん む

時間帯
じかんたい

 （ ８：５０ ～ １７：５０  ） 

お問い合わせ
お と い あ わ せ

などは、上記
じょうき

時間内
じかんない

にお願い
お ね が い

します。 

 

（イ）営
えい

業
ぎょう

日
び

及
およ

び営
えい

業
ぎょう

時
じ

間
かん

 

営業
えいぎょう

日
び

 営業
えいぎょう

日
び

：月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

（国民
こくみん

の祝日
しゅくじつ

、12月
がつ

31日
にち

～1月
がつ

3日
にち

を

除く
の ぞ く

） 

    上記
じょうき

は原則
げんそく

、行事
ぎょうじ

や活動
かつどう

により、土曜日
ど よ う び

、日曜日、祝日
しゅくじつ

も開所
かいしょ

することがあります。 

営業
えいぎょう

時間
じ か ん

 ９：３０～１６：００ 

 

 

６ サービス提供
ていきょう

の内容
ないよう

 

（１）介護
か い ご

給付費
きゅうふひ

対象
たいしょう

サービス内容
ないいう

 

サービスの種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 

相談
そうだん

及
およ

び援助
えんじょ

 利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

が希望
き ぼ う

する生活
せいかつ

や利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の

状 況
じょうきょう

等
など

を把握
は あ く

し、適切
てきせつ

な相談
そうだん

、助言
じょげん

、援助
えんじょ

等
など

を行
おこな

います。 

訓
くん

 練
れん

 ・生活
せいかつ

能力
のうりょく

の維持
い じ

向上
こうじょう

のための食事
しょくじ

や家事
か じ

等
など

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

能力
のうりょく

を向上
こうじょう

するための訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

（日常
にちじょう

生活
せいかつ

訓練
くんれん

・社会
しゃかい

適応
てきおう

訓練
くんれん

等
など

） 

・身体
しんたい

の機能
き の う

、生活
せいかつ

能力
のうりょく

の維持
い じ

・向上
こうじょう

及
およ

び生産
せいさん

活動
かつどう

などの

訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

・地域
ち い き

生活
せいかつ

に必
ひつ

要
よう

な基礎
き そ

体力
たいりょく

の向上
こうじょう

や知識
ち し き

・マナーなどの

修得
しゅうとく

を支援
し え ん

します。 
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介
かい

 護
ご

 利用者
りようしゃ

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じて適切
てきせつ

な技術
ぎじゅつ

をもって食事
しょくじ

・整容
せいよう

・

更衣
こ う い

・排泄
はいせつ

等
など

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたる援助
えんじょ

を行
おこな

います。 

・入浴
にゅうよく

は、利用者
りようしゃ

の身体
しんたい

状 況
じょうきょう

に合
あ

わせて個浴
こ よ く

・機械浴
きかいよく

に

て提供
ていきょう

し、健康
けんこう

状態
じょうたい

及び
お よ び

必要
ひつよう

に応じて
お う じ て

適切
てきせつ

に対応
たいおう

しま

す。入浴
にゅうよく

回数
かいすう

は、週
しゅう

５回
 か い

以上
いじょう

生活
せいかつ

介護
か い ご

を利用
り よ う

の場合
ば あ い

は、

週
しゅう

２回
 か い

、 週
しゅう

4回
かい

以下
い か

の生活
せいかつ

介護
か い ご

利用
り よ う

の場合
ば あ い

は 週
しゅう

１回
 か い

を

基本
き ほ ん

とします。しかし、希望者
きぼうしゃ

が多
おお

い場合
ば あ い

は、対応
たいおう

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

もありますのでご 了 承
  りょうしょう

ください。 

・着
ちゃく

脱衣
だ つ い

は、必要
ひつよう

に応
おう

じて介助
かいじょ

・確認
かくにん

します。 

・整容
せいよう

は、毎食後
まいしょくご

の歯磨き
は み が き

の援助
えんじょ

・介助
かいじょ

・確認
かくにん

。洗面
せんめん

の援助
えんじょ

・

介助
かいじょ

・確認
かくにん

など、個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

した適切
てきせつ

な整容
せいよう

を援助
えんじょ

しま

す。 

健康
けんこう

管理
か ん り

 日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

必要
ひつよう

なバイタルチェックや投薬
とうやく

その他
た

必要
ひつよう

な

管理
か ん り

、記録
き ろ く

を 行
おこな

います。また医療
いりょう

機関
き か ん

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

及
およ

び

協 力
きょうりょく

医療
いりょう

機関
き か ん

を通
つう

じて健康
けんこう

保持
ほ じ

のための適切
てきせつ

な支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

・施設
し せ つ

の提供
ていきょう

する基本的
きほんてき

な健康
けんこう

診断
しんだん

（年
ねん

２回
 か い

） 

創作的
そうさくてき

活動
かつどう

 創作的
そうさくてき

活動
かつどう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

します。 

手工芸
しゅこうげい

活動
かつどう

 

喫茶
き っ さ

活動
かつどう

 

絵画
か い が

活動
かつどう

 

その他
た

の活動
かつどう

 

生産
せいさん

活動
かつどう

 軽作業
けいさぎょう

等
など

の生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

します。 

ビーズやその他
そ の た

の製品
せいひん

の製造
せいぞう

など 
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（２）自立
じりつ

支援
しえん

給付
きゅうふ

額
がく

及び
およ

加算
かさん

内容
ないよう

 

基本報酬 

障害支援区分 2 以下 3 4 5 6 

単位数(旧） 439 487 543 785 1052 

新単位（サービス提供時間） 2 以下 ３ ４ ５ ６ 

3 時間未満 176 195 219 314 421 

3 時間以上～4 時間未満 220 243 274 393 527 

4 時間以上～5 時間未満 264 291 327 472 633 

5 時間以上～6 時間未満 307 339 381 550 738 

6 時間以上～7 時間未満 426 471 530 764 1026 

7 時間以上～8 時間未満 438 484 544 786 1054 

8 時間以上～9 時間未満 499 545 605 847 1115 

                             ※1 日あたり 

 

加算名 単位 単位数 算定要件等 

リハビリテーション

加算Ⅰ 
1 日 48 

リハビリテーション実施計画が作成さ

れている利用者に対して指定生活介護

等を行った場合。 

四肢麻痺およびそれに類する者を対象

とする。 

リハビリテーション

加算Ⅱ 
1 日 20 

上記の者以外でリハビリテーション実施

計画が作成されている利用者に対して、指

定生活介護等を行なった場合。 

人員配置体制加算

Ⅰ 
1 日 245 

①区分 5 若しくは区分 6 に該当する者

又はこれに準ずる者の総数が利用者の

数の合計数の 100 分の 60 以上である

こと。 

②常勤換算法により、従業員の員数が

利用者の数を 1.5 で除して得た数以上

であること。 

食事提供体制加算 1 日 30 

事業所が原則として当該施設内の調理

室を使用し、次の①～③のいずれにも

適合する食事の提供を行なった場合に

算定。 

①管理栄養士又は栄養士が献立作成に

かかわること 

②利用者毎の摂取量を記録しているこ
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と 

③利用者毎の体重やＢＭI を概ね 6 か

月に 1 回記録していること 

福祉専門職員配置加

算Ⅰ 
1 日 15 

生活支援員として常勤で事業所に配置さ

れている従業者のうち、社会福祉士、介護

福祉士、精神保健福祉士である従業者の割

合が 100 分の 35 以上である場合。 

福祉専門職員配置等

加算Ⅱ 
1 日 10 

生活支援員として常勤で事業所に配置さ

れている従業者のうち、社会福祉士、介護

福祉士、精神保健福祉士である従業者の割

合が 100 分の 25 以上である場合。 

福祉専門職員配置等

加算Ⅲ 
1 日 6 

①生活支援員として配置されている従

業者のうち、常勤で配置されている従

業者の割合が 100 分の 75 以上である

こと。 

②生活支援員として常勤で配置されて

いる従業者のうち、3 年以上従事して

いる従業者の割合が 100 分の 30 以上

であること。 

上記①②のいずれかに該当する場合に

算定可とする。 

常勤看護職員等配置

加算 
1 日 10 

利用定員に応じ、左記の単位数に常勤

換算法で算定した看護職員の数を乗じ

て得た単位数を加算する。 

送迎加算１ 片道 21 

1 回の送迎につき平均 10 人以上が利用し、

かつ、週 3 回以上の送迎を実施している場

合。 

送迎加算２ 片道 28 

生活介護の利用者で、障害支援区分５もし

くは障害支援区分６又はこれに準ずる者

が 100 分の 60 以上いる場合。 

欠席時対応加算 １回 94 

利用者が急病等により利用を中止した

際に、連絡調整や相談援助を行った場

合に、月に４回まで加算。 

初期加算 １日 30 
利用開始日から起算して３０日以内の

期間について加算。 

重度障害者支援加

算Ⅱ 
１日 360 

区分 6 以上かつ行動関連項目 10 点以

上が対象 

強度行動障害者養成研修（基礎研修 
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）修了者が、実践研修修了者の作成し

た支援計画シート等に基づき、強度行

動障害を有する者に対して個別の支援

を行った場合に算定する。 

初期加算として 500 単位追加 

生活支援員のうち基礎研修修了者の割

合が 20％以上 

重度障害者支援加

算Ⅲ 
１日 180 

区分 4 以上かつ行動関連項目 10 点以

上が対象 

強度行動障害者養成研修（基礎研修 

）修了者が、実践研修修了者の作成し

た支援計画シート等に基づき、強度行

動障害を有する者に対して個別の支援

を行った場合に算定する。 

初期加算として 400 単位追加 

生活支援員のうち、基礎研修修了者の

割合が 20％以上 

入浴支援加算 1 日 80 

医療的ケアが必要な者または重症心身

障害者に対して、入浴に係る支援を提

供した場合に算定する。 

喀痰吸引等実施加

算 
1 日 30 

医療的ケアが必要な者であって喀痰吸

引等が必要な者に対して、喀痰吸引等

を実施するものとして登録した事業所

において、喀痰吸引等のために必要な

知識・技能を修得するための研修を修

了した職員が喀痰吸引等を行った場合

に算定する。 

福祉・介護職員等処

遇改善加算 
1 ヶ月 8.1％ 

厚生労働大臣が定める基準に適合して

いる介護職員の賃金等の改善等を実施

しているものとして、都道府県知事に

届け出た場合に 1 か月に算定した単位

数の 8.1％に相当する単位数 

 

地域単価 11.22 円 
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（３）給付費
きゅうふひ

対象外
たいしょうがい

サービス内容
ないよう

 

サービスの種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 金
きん

 額
がく

 

食事
しょくじ

サービス 希望
き ぼ う

により食事
しょくじ

の提供
ていきょう

をします。       

食事
しょくじ

時間
じ か ん

   

昼 食
ちゅうしょく

 １２：００～ 

※下部
か ぶ

料金
りょうきん

は低所得者
ていしょとくしゃ

の軽減
けいげん

措置
そ ち

適用
てきよう

の

場
ば

合
あい

（原材料費
げんざいりょうひ

相当
そうとう

額
がく

） 

食事
しょくじ

のキャンセルは当日
とうじつ

午前
ご ぜ ん

9時
じ

とします。

それ以降
い こ う

のキャンセルは、食事代
しょくじだい

相当
そうとう

額
がく

が

発生
はっせい

します。 

 

 

670円
えん

 

（330 円） 

（ 特 別 食
とくべつしょく

は 実 費
じ っ ぴ

）  

 

創作的
そうさくてき

活動
かつどう

・

及
およ

び生
せい

産
さん

活
かつ

動
どう

等
など

 

創作的
そうさくてき

活動
かつどう

及び
およ

生産
せいさん

活動
かつどう

を 行
おこな

う上
うえ

でかか

る費用
ひよう

で、負担
ふたん

して頂
いただ

くことが適当
てきとう

である

ものに係
かかわ

る費
ひ

用
よう

をいただきます。 

・個人
こ じ ん

で使用
し よ う

するもの 

・外出
がいしゅつ

時
じ

の交通費
こうつうひ

・入 場 料
にゅうじょうりょう

など（付
つき

添
そ

い

職
しょく

員
いん

などの実費
じ っ ぴ

も含
ふく

む。 

実
じつ

 費
ぴ

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

準備
じゅんび

に む け て の

支援
し え ん

に必要
ひつよう

な

諸経費
しょけいひ

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

準備
じゅんび

に向けて
む け て

の支援
し え ん

のうち、負担
ふ た ん

していただくことが適当
てきとう

であるものに

関する
か ん す る

費用
ひ よ う

（交通費
こうつうひ

・郵券代
ゆうけんだい

・付き添い
つ き そ い

職員
しょくいん

交通費
こうつうひ

などの実費など） 

 

実
じっ

 費
ぴ

 

日 常
にちじょう

生 活 上
せいかつじょう

必要
ひつよう

と な る

諸経費
しょけいひ

 

利用者
りようしゃ

の 日常
にちじょう

生活品
せいかつひん

の 購入
こうにゅう

代金
だいきん

等
など

や

日常
にちじょう

生活
せいかつ

に要
よう

する費
ひ

用
よう

で、負担
ふ た ん

して頂く
いただく

こ

とが適当
てきとう

であるものに関わる
かか

費用
ひよう

をいただ

きます。 

①日
にち

用品費
ようひんひ

  ②保健
ほ け ん

衛生費
えいせいひ

  

③教養
きょうよう

娯楽費
ご ら く ひ

 

実
じつ

 費
ぴ
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社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

の便宜
べ ん ぎ

の供与
きょうよ

等
など

 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
など

への手続き
て つ づ き

等
など

について、利用者
りようしゃ

または家族
か ぞ く

が行う
おこなう

こと

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

、利用者
りようしゃ

の同意
ど う い

を得
え

て代行
だいこう

し

ます。 

実費
じ っ ぴ

 

特別
とくべつ

な 健康
けんこう

診断
しんだん

 

施設
し せ つ

の提供
ていきょう

する基本的
きほんてき

な健康
けんこう

診断
しんだん

以外
い が い

の

特別
とくべつ

な健康
けんこう

診断
しんだん

及び
お よ び

診断書
しんだんしょ

の発行
はっこう

等
など

 

実費
じ っ ぴ

 

その他
た

 ・ サービス提
てい

供
きょう

記
き

録
ろく

等
など

の複写代
ふくしゃだい

 

 

 

・その他
た

 

白黒
しろくろ

 10円
えん

/枚
まい

 

カラー  50 円
えん

/ 枚
まい

100円
えん

 

実費及
じっぴおよび

相談
そうだん

 

 

<サービスの概要
がいよう

> 

全て
すべ

のサービスは、「個別
こべつ

支援
しえん

計画
けいかく

」に基
もと

づいて行
おこな

われます。個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

は、

本事業所
ほんじぎょうしょ

のサービス管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

が作成
さくせい

し、利用者
りようしゃ

の同意
どうい

をいただきます。尚
なお

「個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

」の写
うつ

しは利用者
りようしゃ

に交付
こ う ふ

いたします。 

 

７．利用
り よ う

料金
りょうきん

 

（１）介護
か い ご

給付費
きゅうふひ

対象
たいしょう

サービス内容
ないよう

の料金
りょうきん

 

  介護
か い ご

給付費
きゅうふひ

によるサービスを提供
ていきょう

した際
さい

は、サービス利用
り よ う

料金
りょうきん

（厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

の定める
さだ

基準
きじゅん

により算出
さんしゅつ

した額
がく

）のうち 9割
わり

が介護
かいご

給付費
きゅうふひ

・訓練
くんれん

等
とう

給付費
きゅうふひ

の給付
きゅうふ

対象
たいしょう

となります。事業者
じぎょうしゃ

が介護
か い ご

給付費
きゅうふひ

等
など

の給付
きゅうふ

を市区
し く

町村
ちょうそん

から直接
ちょくせつ

受け
う

取る
と

（代理
だ い り

受領
じゅりょう

する）場合
ば あ い

、利用者
りようしゃ

負担分
ふたんぶん

として、サービス利用
り よ う

料金
りょうきん

全体
ぜんたい

の 1割
わり

の額
がく

を事業者
じぎょうしゃ

にお支払
 し は ら

いただきます。（定率
ていりつ

負担
ふ た ん

または利用者
りようしゃ

負担額
ふたんがく

と

いいます） 

なお、定率
ていりつ

負担
ふたん

または利用者
りようしゃ

負担額
ふたんがく

の軽減
けいげん

等
など

が適用
てきよう

される場合
ばあい

は、この限り
かぎ

ではありません。障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス受給者証
じゅきゅうしゃしょう

をご確認
  かくにん

ください。 

（２）介護
かいご

給付費
きゅうふひ

・訓練
くんれん

等
など

給付費
きゅうふひ

対象外
たいしょうがい

サービス内容
ないよう

の料金
りょうきん
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上記
じょうき

「６．サービス提供
ていきょう

の内容
ないよう

（３）介護
か い ご

給付費
きゅうふひ

・訓練
くんれん

等
など

給付費
きゅうふひ

対象外
たいしょうがい

サ 

ービス内容
ないよう

」の項目
こうもく

をご参照
  さんしょう

ください。 

（３）サービス利用
り よ う

の取り消し
と  け  

料金
りょうきん

 

  利用者
りようしゃ

がサービス利用
り よ う

の取
と

り消
け

し（キャンセル）する場合
ば あ い

は、利用予定日
り よ う よ て い び

当日
とうじつ

の午前
ご ぜ ん

９時
じ

までに当事業所
とうじぎょうしょ

までお申し出
も う  で

ください。 

  尚
なお

、サービス利用日
り よ う び

当日
とうじつ

の午前
ご ぜ ん

９時
じ

までに申出
もうしで

のない場合
ば あ い

は、キャンセル

料
りょう

（食費
しょくひ

の実費
じ っ ぴ

相当
そうとう

額
がく

等
など

）を頂
いただ

きます。 

（４）利用料金の
りようりょうきん

お支払方法
しはらいほうほう

 

前記
ぜ ん き

（１）（２）の料金
りょうきん

は１ヶ月
か げ つ

ごとに計算
けいさん

して請求
せいきゅう

しますので、翌
よく

月
げつ

２

７日
にち

までに金融機関口座
きんゆうきかんこうざ

からの口座振替
こうざふりかえ

でお支払い
しはら

下さい
くだ

。 

 

８．利用者
りようしゃ

の記録及
きろくおよ

び情報
じょうほう

の管理等
かんりなど

 

（１）利用者
りようしゃ

へのサービス向上
こうじょう

に関する事業所
かん   じぎょうしょ

におけるサービス会議
か い ぎ

や

他の事業所
ほか じぎょうしょ

との連絡調整及び緊急時
れんらくちょうせいおよ きんきゅうじ

における病院等
びょういんなど

への連絡
れんらく

などにお

いて情報提供
じょうほうていきょう

が必要となる場合
ひ つ よ う    ば あ い

があるため、それらについては個人
こ じ ん

情報
じょうほう

使用
し よ う

同意書
どういしょ

に基
もと

づき対応
たいおう

いたします。また、記録及び情報
きろくおよ じょうほう

について

は契約
けいやく

の終了後
しゅうりょうご

５年間保管
ねんかんほかん

します。 

※閲覧
えつらん

、複写
ふくしゃ

ができる窓口
まどぐち

業務
ぎょうむ

時間
じ か ん

は、午前
ご ぜ ん

9時
じ

から～午後
ご ご

５時
じ

です。 

（２）利用者
りようしゃ

の個人
こ じ ん

情報
じょうほう

については、個人情報保護法
こじんじょうほうほごほう

にそった対応
たいおう

を行い
お こ な

ます。

但
ただ

し、市区町及び関係機関
しくちょうおよ  かんけいきかん

に情報提供
じょうほうていきょう

を要請
ようせい

された場合
ば あ い

は利用者
りようしゃ

の

同意
ど う い

（「個人情報使用同意書
こじんじょうほうしようどういしょ

」による）に基
もと

づき情報提供
じょうほうていきょう

を致し
いた  

ます。 

９．緊急時の対応
きんきゅうじ たいおう

 

 利用者
りようしゃ

の病 状 急 変 等
びょうじょうきゅうへんなど

の緊急時
きんきゅうじ

には、速
すみ

やかに医療機関
いりょうきかん

への連絡等
れんらくなど

を 行
おこな

い

ます。 
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10．要望・苦情等申立先及び
ようぼう・くじょうなどもうしたてさきおよ

虐待防止
ぎゃくたいぼうし

に関
かん

する相談窓口
そうだんまどぐち

 

（１）要望・苦情等申立先
ようぼう・くじょうなどもうしたてさき

 

 

当事業所
とうじぎょうしょ

 

ご利用相談窓口
 りようそうだんまどぐち

 

・窓口担当者
まどぐちたんとうしゃ

  橘
たちばな

裕
ゆう

一郎
いちろう

 

・ご利用時間
 り よ う じ か ん

  9:00 ～ 17:00 

・電話番号
でんわばんごう

   03‐5318‐3711(代表
だいひょう

)  

・ 担当者
たんとうしゃ

が不在
ふ ざ い

の場合
ば あ い

は、事業所事務所
じぎょうしょじむしょ

までお申
もう

し出
で

く

ださい。 

中野
な か の

区
く

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

認定
にんてい

給付係
きゅうふかかり

 

・所 在 地
し ょ ざ い ち

：東京都
とうきょうと

中野区
な か の く

中野
な か の

4‐11‐19 

・電話番号
でんわばんごう

：03‐3228‐8916 

（中野区
な か の く

以外
い が い

） ・所在地
しょざいち

： 

・電話番号
でんわばんごう

： 

 

運営適正化委員会
うんえいてきせいかいいんかい

 

 

東京都社会福祉協議会
とうきょうとしゃかいふくしきょうぎかい

 福祉
ふ く し

サービス運営適正化委員会
うんえいてきせいかいいんかい

 

 電話番号
でんわばんごう

 03‐5283‐7020   

ファックス 03‐5283‐6997 

受付
うけつけ

時間
じ か ん

 月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

 午前
ご ぜ ん

９時
じ

～午後
ご ご

５時
じ

 

 

  

（２）第三者
だいさんしゃ

委員
い い ん

 

名前
な ま え

 住所
じゅうしょ

 電話番号
でんわばんごう

 

涌井
わ く い

久美子
く み こ

 東京都
とうきょうと

中野区
な か の く

大和町
やまとちょう

2－47－10 03－3330－1953 

渡部
わたなべ

弘一
ひろいち

 福島県
ふくしまけん

郡山市安積
こおりやましあさか

町
まち

荒井
あ ら い

字
あざ

萬
まん

海
かい

24－4 024－945－5513 

山田
や ま だ

京子
きょうこ

 福島県
ふくしまけん

郡山市
こおりやまし

大槻
おおつき

町
まち

字
あざ

原ノ
は ら の

町
まち

3－2 024－961－5422 

石田
い し だ

宏
こう

寿
じゅ

 福島県
ふくしまけん

郡山市
こおりやまし

開成
かいせい

3－13－14 024－932－3031 
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（３）虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

責任者
せきにんしゃ

 

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

責任者
せきにんしゃ

 安部
あ べ

野
の

正明
まさあき

 

 

（４）合意
ご う い

裁判
さいばん

管轄
かんかつ

について 

 サービスの利用
り よ う

により生
しょう

ずる権利
け ん り

義務
ぎ む

に関
かん

する訴
そ

訟
しょう

については、東京
とうきょう

総合
そうごう

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センター江
え

古田
ご た

の森
もり

の住所
じゅうしょ

を管轄
かんかつ

する東京
とうきょう

地方
ち ほ う

裁判
さいばん

所
しょ

とさせていた

だきます。 

 

（５）福祉
ふ く し

サービス第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

 

   ①実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

：実施
じ っ し

 

   ②実施
じ っ し

年月日
ねんがっぴ

：令和
れ い わ

5年
ねん

12月
がつ

11日
にち

 

   ③実施
じ っ し

評価
ひょうか

機関
き か ん

名称
めいしょう

：特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 福祉
ふ く し

経営
けいえい

ネットワーク 

   ④評価
ひょうか

機関
き か ん

の開示
か い じ

状 況
じょうきょう

：開示
か い じ

あり  

 

 

11． 協力医療機関
きょうりょくいりょうきかん

 

医療機関
いりょうきかん

の名称
めいしょう

 医療
いりょう

法人
ほうじん

財団
ざいだん

 健
けん

貢会
こうかい

 総合
そうごう

東京
とうきょう

病院
びょういん

 

理 事 長 名
り  じ  ち ょ う  め い

 渡邉
わたなべ

 一夫
か ず お

 

所  在  地
し ょ   ざ い   ち

 東京都
とうきょうと

中野区
な か の く

江
え

古田
ご た

3‐15‐2 

電 話 番 号
で ん  わ  ば ん  ご う

 03‐3387‐5421 

診  療  科
し ん   り ょ う   か

 内科
な い か

・整形
せいけい

外科
げ か

 他
ほか

 入 院 設 備
に ゅ う  い ん  せ つ  び

 有
あり

 

上記の他
じょうき ほか

、各専門医
かくせんもんい

に協力依頼
きょうりょくいらい

しております。 

 

12． 非常災害時
ひじょうさいがいじ

の対策
たいさく

 

非常時
ひじょうじ

の対応
たいおう

 別途
べ っ と

に定める
さ だ

、消防計画書
しょうぼうけいかくしょ

により対応
たいおう

いたします。 

防災設備
ぼうさいせつび

 
・自動火災報知機

じ ど う か さ い ほ う ち き

  有
あり

  ・誘 導 灯
ゆう  どう  とう

    有
あり

  

・ガス漏れ
も

報知機
ほ う ち き

  有
あり

  ・非常通報装置
ひじょうつうほうそうち

   有
あり
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・非常用電源
ひじょうようでんげん

    有
あり

  ・スプリンクラー  有
あり

 

・室内防火栓
しつないぼうかせん

    有
あり

   

・ カ－テン等
など

は防炎性能
ぼうえんせいのう

のある物
もの

を使用
し よ う

しています。 

・ 震災
しんさい

に備
そな

えての備蓄
び ち く

（食 料
しょくりょう

・飲料水
いんりょうすい

３日分
にちぶん

） 

（その他
ほか

・携帯
けいたい

ラジオ・ロープ・懐中電灯等
かいちゅうでんとうなど

） 

平時の訓練
へいじ  くんれん

 
別途
べ っ と

に定
さだ

める、消防計画書
しょうぼうけいかくしょ

に則
のっと

り、年
ねん

１２回
かい

、避難
ひ な ん

・

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を、利用者
りようしゃ

の方
かた

も参加
さ ん か

して実施
じ っ し

します。 

消防計画
しょうぼうけいかく

 
消防署
しょうぼうしょ

への届出日
とどけでび

： 平成
へいせい

１９年
ねん

３月
がつ

 

防火管理者
ぼ う か か ん り し ゃ

   ： 佐藤
さ と う

 隆司
た か し

 

保険加入
ほけんかにゅう

 

事故
じ こ

・災害
さいがい

に備
そな

えて、損害賠償保険
そんがいばいしょうほけん

に加入
かにゅう

しています。 

加入保険会社名
かにゅうほけんがいしゃめい

：あいおい損保
そ ん ぽ

保険
ほ け ん

 

加入保険内容
かにゅうほけんないよう

：施設
し せ つ

賠償
ばいしょう

保険
ほ け ん

 

 

 

13． 当事業所
とうじぎょうしょ

ご利用
り よ う

の際
さい

に留意
りゅうい

いただく事項
じ こ う

 

設備・器具の利用
せ つ び ・ き ぐ  り よ う

 

当事業所の設備
とうじぎょうしょ  せつび

、器具
き ぐ

は本来
ほんらい

の用法
ようほう

にしたがってご

利用
り よ う

ください。これに反
はん

したご利用
り よ う

により破損
は そ ん

が生
しょう

じた場合
ば あ い

、賠償
ばいしょう

していただくことがあります。 

喫  煙
き つ   え ん

 全室禁煙
ぜんしつきんえん

です。 

感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

 

事業所
じぎょうしょ

利用者
りようしゃ

がインフルエンザ等
など

の他者
た し ゃ

に感染
かんせん

する

疾病
しっぺい

であることを、医師
い し

が診断
しんだん

した場合
ば あ い

、医師
い し

の完治
か ん ち

連絡
れんらく

が出
で

るまで事業所
じぎょうしょ

利用
り よ う

はできません。 

 また、感染
かんせん

が拡大
かくだい

してしまった場合
ば あ い

、生活
せいかつ

介護
か い ご

を中止
ちゅうし

とする判断
はんだん

をすることもございます。 

貴重品
きちょうひん

の管理
か ん り

 

貴重品
きちょうひん

は、利用者
りようしゃ

の責任
せきにん

において管理
か ん り

していただき

ます。自己管理
じ こ か ん り

のできない利用者
りようしゃ

につきましては貴

重品を事業所に持ち込まないようお願いします。 
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宗教活動・政治活動
しゅうきょうかつどう せいじかつどう

、 

営利活動
えいりかつどう

 

利用者の思想
り よ う し ゃ  し そ う

、信仰は自由
しんこう  じゆう

ですが、他の利用者
ほか  りようしゃ

に対
たい

す

る宗教活動
しゅうきょうかつどう

、政治活動及び
せ い じ か つ ど う お よ

営利活動
えいりかつどう

はご遠慮
えんりょ

くだ

さい。 
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令和
れ い わ

  年
ねん

  月
がつ

  日
にち

 

  

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 南東
みなみとう

北福祉
ほくふくし

事業団
じぎょうだん

 通所
つうしょ

事業所
じぎょうしょ

 江
え

古田
ご た

の森
もり

のサービス

提供及
ていきょうおよ

び利用の開始
り よ う  か い し

に際し
さい

、本書面
ほんしょめん

に基づき
も と

重
じゅう

要事項
ようじこう

の説明
せつめい

を 行
おこな

いました。 

  

事業所名
じぎょうしょめい

 社 会
しゃかい

福祉
ふくし

法 人
ほうじん

 南 東
みなみとう

北福祉
ほくふくし

事業団
じぎょうだん

  

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 江
え

古田
ご た

の森
もり

 

 

 説明者職名
せつめいしゃしょくめい

：        氏名
し め い

  

 

私
わたし

は、本書面
ほんしょめん

に基
もと

づいて事業者
じぎょうしゃ

から社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 南東
みなみとう

北福祉
ほくふくし

事業団
じぎょうだん

  

通所
つうしょ

事業所
じぎょうしょ

 江
え

古田
ご た

の森
もり

のサービス提供及
ていきょうおよ

び利用
り よ う

について重要事項
じゅうようじこう

の説明
せつめい

を

受
う

け、同意
ど う い

しました。 

  

 利用者住所
りようしゃじゅうしょ

：                           

 氏   名
 し    め い

：              印
いん

  

 

 代
だい

筆者
ひつしゃ

氏名
し め い

：                 続柄
ぞくがら

：（     ） 

 

 ＜身元引受人
みもとひきうけにん

＞ ＜身元引受人兼
みもとひきうけにんけん

連帯
れんたい

保証人
ほしょうにん

＞ ※一線
いっせん

抹消
まっしょう

 

 住所
じゅうしょ

：                         

 氏   名
し    め い

：              印
いん

  続柄
ぞくがら

：（     ） 

 ＜連帯
れんたい

保証人
ほしょうにん

＞  ※身元引受人兼
みもとひきうけにんけん

連帯
れんたい

保証人
ほしょうにん

と同じ
お な じ

場合
ば あ い

は記入
きにゅう

不要
ふ よ う

 

 住所
じゅうしょ

：                         

 氏   名
し    め い

：              印
いん

  続柄
ぞくがら

：（     ） 


